
令和５年９月更新 

森林の種類      行為           必要な申請・手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ヘクタール以上（太陽光発電設備は 0.5 ヘクタール）の場合は林地開発許可申請書の提出が必要。 
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伐採許可申請書の提出 

 時期    ：毎年２月、６月、９月、１２月に県報に登録される 

           海抜面積の限度の公表から３０日以内 

 提出先  ：鹿行農林事務所林業振興課 

 適否判定：伐採木の樹齢、伐採限度 

伐採届の提出 

時期  ：伐採開始日の９０～２０日前まで 

 提出先 ：鹿行農林事務所林業振興課 

 適否判定：方法の適宜、伐採限度 

伐採許可申請書の提出 

時期  ：伐採開始日の３０日前まで 

 提出先 ：鹿行農林事務所林業振興課 

 適否判定：方法の適宜、伐採限度 

必要なし 

<保育のための地拵え、下刈り、つる切り等も必要なし> 

作業許可申請書の提出 

立木の損傷など立木の生育を阻害し、保安林の指定目的の達成

に支障をきたす恐れのある場合を含む。 

時期  ：随時 

 提出先 ：鹿行農林事務所林業振興課 

 適否判定：保安林の指定目的達成上の支障の有無 

伐採及び伐採後の造林届の提出 

 時期 ：伐採開始日の９０～３０日前まで 

 提出先：市林業振興担当課 

     鹿嶋市：農林水産課 

     潮来市：農政課 

     神栖市：農林課 

     行方市：農林水産課 

     鉾田市：農業振興課 

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 

 時期 ：伐採及び造林を完了した日から３０日以内 

 提出先：同上 

林地開発許可申請書の提出 

時期   ：随時 

 提出先  ：鹿行農林事務所林業振興課 

 適否判定 ：災害の防止、水害の防止、水源涵養、環境保全 
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